
議案第33号報告事項（２）

１　歳出予算補正

特定財源 一般財源

10 7 1 学校給食費 教育支援課 8,207 0 8,207

10 2 4 学校建設費 教育企画課 ▲ 22,585 0 ▲ 22,585

２　債務負担行為補正 (単位：千円）

1 教育支援課 8,356

2 教育企画課 27,371

3 教育企画課 8,912

4 教育企画課 9,000

5 教育企画課 40,150

6 教育企画課 8,406,670

第四小学校不登校対
応別室空調設備設置
工事

令和７年度から
令和８年度まで

夏季前に工事を完了させるため、令
和７年度中に入札を実施する必要が
あることから、債務負担行為を設定
するものである。

内容
財源内訳

補正額担当課事　　　項目項

第五小学校改築工事の再入札による
工期の変更に伴い、工事監理業務費
用を減額するものである。

令和７年度武蔵野市一般会計補正予算に係る議案の提出について

学校給食食材費高騰対応臨時補助
金（新米価格上昇分）

番号 事項 担当課 期間 限度額 理由説明

款

(単位：千円）

境南小学校多目的室
空調設備設置工事

令和７年度から
令和８年度まで

夏季前に工事を完了させるため、令
和７年度中に入札を実施する必要が
あることから、債務負担行為を設定
するものである。

第一小学校プール
槽改修工事

令和７年度から
令和８年度まで

プール授業が始まる前に工事を完了
させるため、令和７年度中に入札を
実施する必要があることから、債務
負担行為を設定するものである。

第五小学校改築工事
令和８年度から
令和10年度まで

令和７年度から令和９年度までに実
施を予定していた第五小学校改築工
事において、当該工事契約が入札不
調となったため、再入札の実施にあ
たり、設計金額の増額並びに令和10
年度にわたり工期の延長を行う必要
があることから、債務負担行為を変
更するものである。

境南小学校こどもク
ラブ空調設備設置工
事

令和７年度から
令和８年度まで

夏季前に工事を完了させるため、令
和７年度中に入札を実施する必要が
あることから、債務負担行為を設定
するものである。

第五小学校・井之頭
小学校改築実施設計
業務

令和８年度

令和６年度から令和７年度までの予
定で実施していた第五小学校・井之
頭小学校改築実施設計業務におい
て、井之頭小学校改築工事の概算費
用を積算したところ、昨今の建築資
材高騰及び労務単価上昇に伴い、想
定以上に費用が膨らんだことから、
工事費用を削減するための設計変更
を実施したことにより、今年度実施
を予定していた計画通知の手続き及
び積算業務等を令和８年度に実施す
る必要が生じたため、これに係る費
用を増額するとともに、委託期間を
10か月延長し、令和８年度までの期
間で、債務負担行為を設定するもの
である。


